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           認定工場向けメールマガジン vol.2（令和 4年 6月 24日） 

             （一社）日本冷凍食品協会 品質・技術部より 
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  I N D E X  ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１．オンライン講習会の予定 

■第 3回 WEB衛生管理作成講習会 

２．行政情報 

■外国人技能実習制度における、そう菜製造業職種の審査基準の変更 

■食品循環資源利用飼料製造事業場で使用可能な食品残さの範囲見直し 

■インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック公表 

３．参考情報 

■環境モニタリング及びその検査方法について（スリーエムジャパン） 

４．事務局からのお知らせ 

■認定制度の事務手続きに関する内容 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

１．オンライン講習会の予定 

■第 3回 WEB 衛生管理計画作成講習会 

 ・ 開催日：令和 4年 7月 21日（木）13：00～17：00 

・ 開催方法：ウェビナー（無料） 

・ 募集開始：6月 27日（月）～7月 12日（火） （定員 200名 定員に達した時点で締め切ります） 

        別途メールで申込リンクをご案内予定です（6月 27日発信予定） 

・ 開催内容（スケジュール）：協会 HPのトピックをご覧ください。 

  第 3回 WEB 衛生管理計画作成講習会開催のご案内（7月 21日） | 情報,2022 年,講習会・説明会 | 

一般社団法人 日本冷凍食品協会 (reishokukyo.or.jp) 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

２．行政情報 

■外国人技能実習制度における、そう菜製造業職種の審査基準の変更（厚生労働省） 

  令和 3年 6月 1日 食品衛生法に基づく営業許可制度が改定されたことを受け、外国人技能実習制度

における そう菜製造業職種（そう菜加工作業）の審査基準が変更されました。その際、「冷凍食品製造

業」、「複合型冷凍食品製造業」が対象外とされました。そこで、当協会から厚労省へ働きかけを行った結

果、審査基準の見直しが行われ、令和 4年 6月 1日、両営業許可が追加されました。詳細は、以下をご覧

ください。 

そう菜製造業職種（そう菜加工作業）審査基準 4-9-1 

移行対象職種・作業一覧（４．食品製造関係（11職種 18作業）） 

外国人技能実習制度について ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 

https://www.reishokukyo.or.jp/info/%e7%ac%ac3%e5%9b%9eweb%e3%80%80%e8%a1%9b%e7%94%9f%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%a8%88%e7%94%bb%e4%bd%9c%e6%88%90%e8%ac%9b%e7%bf%92%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%ef%bc%887/
https://www.reishokukyo.or.jp/info/%e7%ac%ac3%e5%9b%9eweb%e3%80%80%e8%a1%9b%e7%94%9f%e7%ae%a1%e7%90%86%e8%a8%88%e7%94%bb%e4%bd%9c%e6%88%90%e8%ac%9b%e7%bf%92%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%ef%bc%887/
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000939926.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html
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■食品循環資源利用飼料（以下、エコフィード）の製造事業場において使用できる食品残さの範囲見直し 

（農林水産省）  

令和 4年 5月 31日、「食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドライン」が一部改正されました。

変更された内容は、エコフィードの製造事業場において使用できる食品残さの範囲が見直され、原料排出

者の事業形態のうち、食品製造業として冷凍食品製造工場から排出される残さが、食品製造副産物等とみ

なされ、大臣認可を受けていない「エコフィード製造事業場」であっても、これらを原料として使用できるよう

になりました。詳細は、以下の農林水産省のホームページをご確認ください。 

食品循環資源利用飼料の製造事業場において使用できる食品残さの範囲見直し（農林水産省） 

食品残さの飼料利用に係る規制見直しについて Q&A（第 4版、令和 4年 5月 31日最終更新） 

食品循環資源利用飼料（エコフィード）の安全確保について：農林水産省  

 

■インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック公表（消費者庁） 

令和 4年 6月 15日、「インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック」（以下、

ガイドブック）が公表され、行政より周知の要請がありましたので、お知らせします。 

現在、食品表示基準において ECサイトの食品表示情報の掲載は対象外であることから、ECサイト上

と容器包装上の食品表示との間に大きな差があることが確認されています。そこで、消費者庁は、ECサ

イト運営事業者等に対し、ECサイト上でどのような食品表示情報を、どのような方法でどの程度提供す

れば良いか具体例を示すとともに、それを支えるための情報入手方法・管理方法及びその考え方や効用

を説明したガイドブックを公表しました。なお、ガイドブックは、参考ツールの位置づけで、義務的なもので

はないとのことですが、既に EC販売をされている、または、これから販売を開始しようと計画されている

場合は、ガイドブックを参考に、ECサイト上で食品表示情報を提供するようお願いします。詳細は、以下

の消費者庁 HPに掲載されているガイドブック他資料をご覧ください。 

インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブックについて (caa.go.jp) 

インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック (caa.go.jp) 

インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック（別冊）食品表示情報の入手方

法と管理方法 (caa.go.jp) 

インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック案等に関する意見募集の結果

の公示について | 消費者庁 (caa.go.jp) 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

３．参考情報 

■環境モニタリング及びその検査方法について 

今般、当会賛助会員のスリーエムジャパン㈱において、品質管理部門の方を対象とした環境モニタリン

グ・環境検査の方法（いわゆる拭き取り検査）について学べる「環境モニタリングハンドブック」が公表され

ています。もしご興味があれば、下記 URLよりご覧ください。 

 

・環境モニタリングハンドブック 

食品事業者向け 環境モニタリングハンドブック（３M） 

・環境モニタリングハンドブックの概要説明 

https://multimedia.3m.com/mws/media/2183224O/all.mp4 

 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/attach/pdf/ecofeed-3.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/attach/pdf/ecofeed-4.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/ecofeed.html#qa
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms202_220615_04.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms202_220615_02.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms202_220615_03.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/food_labeling_cms202_220615_03.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/entry/029081/
https://www.caa.go.jp/notice/entry/029081/
https://multimedia.3m.com/mws/media/2091082O/jp-environmental-monitoring-handbook.pdf?utm_campaign=FSD-EMW_Emailmagazine-JP-EDU-CON-2022_05-C&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&utm_content=FSD-202205-ja_JP-CON-Email-EMW_Emailmagazine&utm_eloquacontactid=238775
https://multimedia.3m.com/mws/media/2183224O/all.mp4


3 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

４．事務局からのお知らせ（以降、前回と同内容です） 

■認定制度の事務手続きに関する内容 

・ 更新認定手続き 

令和 4年度の更新対象工場は、113工場。対象工場の皆様には、8 ヶ月前に更新申請案内を送付

していますので、到着後、早めにご申請をお願いいたします。 

 

・ 製造範囲の変更、拡大の申請 

   現在認定を受けている作業場の面積拡大、製造工程の増設、用途の変更等のほか、品質に影響を

及ぼす設備の増設、更新、配置変更を行った場合は、様式 5.2「同一認定品目の認定範囲、追加に関

する依頼書」を提出してください。 

 

・ 認定品目の追加 

   現在認定を受けている冷凍食品の品目に加え、新たに別の品目の認定を希望する場合は、様式 5

「認定品目の追加に関する審査依頼書」を提出してください。 

 

・ 各種変更届 

   上記以外の施設・設備、品質管理責任者、工場長や補佐員の変更については、HPをご覧ください。 

 

※各種申請の流れ、申請書類様式、申請時の注意事項については、当会 HPをご覧ください。なお、

申請書類提出にあたり、捺印が不要な書類については、メールに添付いただいても構いません。 

また、3年度より、送付いただく書類は、各１部としています。（以前は、各３部） 

 https://www.reishokukyo.or.jp/certification/application/ 

 

※上記に関するご相談については、品質・技術部まで、電話あるいはメールでご連絡ください。また、

Zoomを用いての相談や解説なども対応します。 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

 

【お問合せ先】品質・技術部  電話 ：03-3541-3003  Email：jffa@reishokukyo.or.jp 

https://www.reishokukyo.or.jp/certification/application/
mailto:jffa@reishokukyo.or.jp

